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王
朝
時
代
に
於
け
る
周
防
長
門
以
下
諸
國
産
銅
の
駿
態
は
、
特
に
鋳
銭
の
問
題
に
嘆
願
し
て
、
比
較
的
に
多
く
解
し

得
ら
る
、
の
で
あ
る
。
天
長
承
和
以
來
、
之
等
主
産
地
の
銅
産
が
減
少
の
勢
を
示
し
、
其
後
楼
掘
せ
ら
れ
た
備
前
・
備

中
・
豊
前
・
長
門
等
の
銅
山
も
亦
、
中
央
政
府
の
地
方
統
制
椹
の
衰
ふ
と
同
時
に
、
其
組
織
的
管
理
の
方
法
を
失
ひ
、
漸

時
衰
退
の
途
を
辿
っ
た
も
の
、
多
き
は
、
已
む
を
得
な
い
事
で
あ
っ
た
。
而
し
て
王
朝
以
後
、
近
世
初
期
に
於
け
る
劃

期
的
諸
種
の
鑛
山
登
掘
に
至
る
期
間
の
産
銅
の
事
實
に
就
い
て
は
、
唯
数
個
の
銅
山
砂
質
稽
を
聞
く
程
度
を
多
く
出
な

い
や
う
で
あ
る
。
師
ち
元
亀
・
天
正
以
前
に
於
け
る
銅
山
と
し
て
知
ら
る
、
も
の
は
、
娠
津
國
能
勢
銅
山
・
南
西
年
間
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二
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皿
山
ぐ
八

越
前
國
面
谷
銅
山
、
弘
安
年
間
石
見
國
笹
ヶ
谷
銅
山
、
権
門
年
間
備
中
國
吉
岡
翁
面
、
永
享
年
聞
石
見
静
粛
ヶ
九
銅
山
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等
の
登
掘
並
に
煮
繭
等
是
で
あ
る
。
事
實
、
中
世
に
於
い
て
は
♪
銅
山
の
興
康
、
乃
至
は
産
銅
の
事
情
を
徴
す
べ
き
史

料
は
求
む
る
に
極
め
て
困
難
の
や
う
で
あ
り
、
此
事
は
同
時
に
此
期
の
産
銅
の
概
し
て
活
濃
な
ら
ざ
り
し
事
を
暗
示
す

る
も
の
、
如
く
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
砂
く
と
も
足
利
時
代
の
解
明
貿
易
に
於
て
銅
の
占
む
る
位
置
か
ら
見
れ
ば

當
時
其
産
出
朕
態
の
甚
だ
興
盛
な
り
し
事
に
想
到
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
於
け
る
諸
種
の
鑛
山
登
掘
は
、

劃
期
的
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
託
時
期
に
承
…
繊
せ
ら
る
べ
き
中
世
の
産
銅
の
駿
態
を
見
ん
と
す
る
の
が
、
本
論
の
目
的

で
あ
る
が
、
徴
す
べ
き
更
料
乏
し
く
、
甚
だ
不
充
分
な
の
は
已
む
を
得
な
い
。
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貞
魏
元
慶
の
頃
に
至
る
銅
の
主
産
地
は
周
防
・
長
門
之
を
占
め
、
山
城
國
岡
田
銅
の
如
き
元
慶
五
年
六
月
に
は
採
掘

を
中
止
し
て
み
る
。
之
等
主
産
地
の
薦
銅
が
天
長
承
和
以
來
、
減
少
の
勢
を
示
す
と
共
に
、
政
府
は
平
な
る
銅
山
の
登

掘
に
努
力
し
た
。
部
ち
貞
掘
十
二
年
二
月
、
備
中
。
備
後
雨
國
を
し
て
鋳
銭
料
銅
を
探
進
せ
し
め
、
元
慶
元
年
閏
二

月
、
俘
宿
禰
吉
備
麻
呂
、
美
作
國
眞
島
郡
却
総
譜
和
利
山
、
大
庭
等
比
智
識
井
山
、
備
前
國
津
高
郡
佐
々
山
に
銅
を
得

て
美
作
國
よ
り
銅
大
十
爾
、
備
前
國
よ
り
銅
大
二
斤
九
爾
を
探
与
し
、
関
し
て
内
匠
允
上
布
勢
安
蜂
を
遣
は
し
、
國
宰

と
共
に
地
を
監
し
槍
校
し
て
探
饗
せ
し
め
ら
れ
、
三
子
二
年
三
月
に
は
太
宰
府
に
勅
し
、
豊
前
國
規
矩
郡
の
儒
夫
百
人

を
黙
し
て
黙
認
の
銅
を
採
ら
し
め
、
仁
和
元
年
三
月
長
門
國
に
具
し
て
銅
手
一
人
掘
玉
手
一
人
を
豊
後
國
採
銅
使
の
許



に
邊
ら
し
め
、
豊
後
國
畏
の
探
銅
に
習
熟
せ
ざ
る
を
以
て
助
け
し
め
ら
れ
だ
。
又
元
慶
五
年
三
月
に
は
、
上
陽
侯
永
苓

上
際
し
て
、
石
見
國
美
濃
郡
都
茂
郷
九
山
に
産
銅
あ
る
こ
と
を
、
銅
工
膳
俘
案
麿
、
眞
髪
醜
態
母
等
の
注
進
に
よ
り
知
っ

て
、
其
石
を
探
り
下
学
せ
し
め
π
る
に
果
し
て
、
眞
銅
を
得
た
る
こ
と
を
告
げ
た
の
で
、
齢
し
て
木
工
少
薦
主
管
房
、

史
生
上
帯
髪
部
安
雄
等
を
し
て
槍
察
せ
し
め
ら
れ
た
。
斯
く
て
探
銅
努
力
の
結
果
は
、
特
に
長
門
備
中
に
於
け
る
産
額

を
増
加
し
痴
り
と
見
え
、
延
喜
式
に
は
毎
年
の
採
邊
額
は
備
中
銅
八
百
斤
、
長
門
は
二
千
五
百
十
六
落
盤
と
規
定
せ
ら

れ
た
。

　
律
令
政
治
の
主
旨
は
、
官
探
後
の
銅
壷
は
、
百
姓
等
の
黒
蟻
を
禁
じ
、
而
し
て
官
採
は
採
鋼
管
を
設
け
て
、
之
を
管

些
し
募
で
あ
っ
て
・
呈
の
南
山
は
書
し
て
之
に
よ
っ
て
舞
せ
ら
発
や
γ
で
あ
っ
て
・
私
探
易
論
禁
止
り
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さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
軍
安
朝
中
期
以
後
、
政
府
の
威
樺
は
漸
く
衰
へ
、
恩
讐
の
綱
紀
は
弛
緩
し
、
採
五
濁
に
鷹

じ
支
給
さ
る
べ
き
料
物
も
關
如
し
、
一
方
私
採
の
風
生
す
る
と
共
に
、
採
銅
所
は
其
實
を
失
ひ
、
牧
公
の
銅
料
は
甚
だ

し
く
減
少
す
る
に
至
っ
た
。
延
喜
式
以
後
の
諸
國
の
年
料
銅
の
斌
態
を
見
る
に
、
長
円
國
に
於
て
は
、
承
李
六
年
以

來
、
國
弊
民
衰
、
不
堪
佃
田
異
損
多
く
し
て
、
採
銅
忌
物
に
充
つ
べ
き
徴
納
の
程
税
甚
だ
描
く
、
此
歳
は
式
規
定
量
の

銅
及
鉛
を
股
め
た
が
、
天
慶
元
年
以
後
の
年
料
は
彌
孟
困
難
を
極
め
、
遽
に
年
料
頴
一
萬
七
千
除
石
は
勘
濟
せ
す
、
從

っ
て
、
年
篭
銅
鉛
の
納
濟
を
不
可
能
な
ら
し
め
、
次
い
で
藤
原
純
友
の
鰯
に
鋳
銭
司
の
焼
亡
し
、
鋳
銭
業
中
止
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

り
、
將
又
官
罵
声
出
も
腰
止
せ
ら
る
》
こ
と
に
な
っ
た
。
採
銅
所
の
銅
料
は
、
圭
と
し
て
錆
銭
司
に
支
給
せ
ら
れ
だ
の
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で
あ
っ
た
が
、
斯
く
て
、
一
般
採
銅
所
、
鋳
銭
司
の
事
吉
上
壌
絶
が
羅
綾
い
て
行
は
れ
た
。
而
し
て
、
是
は
元
老
、
中

央
政
府
に
君
公
せ
ら
る
、
産
銅
に
關
し
て
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
此
事
は
直
ち
に
長
門
以
下
に
於
け
る
押
伍
の
溝
盤
を

意
昧
す
る
も
の
で
な
い
Q
さ
れ
ど
、
政
府
の
管
理
を
離
れ
た
銅
山
に
激
て
は
、
其
組
織
的
経
螢
法
と
豊
富
な
る
資
本
と

を
失
ひ
、
地
方
樺
二
等
の
私
藍
蝋
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
糞
痴
の
密
然
的
衰
退
に
加
へ
て
、
一
理
是
を
荒
下
せ

し
め
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
◎

　
政
府
の
銅
料
需
要
は
第
一
鋳
銭
料
と
し
て
“
あ
っ
た
が
、
天
徳
以
後
其
事
は
不
必
要
と
な
っ
た
と
は
い
へ
、
諸
銅
山

が
壌
絶
若
し
く
は
乖
離
し
た
黒
め
に
、
官
の
大
就
大
毒
、
以
下
其
調
度
の
資
と
し
て
の
銅
壷
に
至
る
迄
、
恐
ら
く
閾
如

を
告
げ
π
ら
う
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
。
延
久
二
年
使
を
備
前
に
遣
し
て
、
銅
金
蓮
を
尋
ね
し
め
ら
れ
た
の
も
、
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り
の

是
が
爲
め
で
あ
ら
う
。
是
よ
り
先
長
暦
元
年
四
月
辮
津
國
能
勢
よ
り
銅
を
貢
し
、
其
上
分
を
七
言
に
奉
幣
せ
ら
れ
た
。

此
能
勢
の
銅
山
に
は
、
採
銅
所
を
遣
か
れ
、
後
壬
生
官
務
家
集
と
な
っ
た
事
は
、
次
項
に
述
べ
る
如
く
で
あ
っ
だ
。

　
撮
津
能
勢
郡
の
銅
は
、
紗
く
と
も
足
利
初
獲
迄
産
出
を
見
た
こ
と
は
、
後
に
記
す
如
く
で
あ
っ
な
が
、
備
前
・
備
中

美
作
等
中
國
の
銅
山
は
足
利
期
に
於
て
、
猫
纒
臥
せ
ら
れ
泥
も
の
、
如
く
で
あ
っ
た
。
永
享
六
年
遣
明
船
の
幕
府
船
附

帯
品
中
に
、
赤
銅
臨
罫
罐
禦
鱗
葉
騰
と
あ
り
、
又
寛
正
五
年
の
幕
府
船
附
塔
晶
に
、
銅
三
圭
至
福
姦
響

守
護
進
上
之
、
と
見
え
る
。
大
乗
院
寺
胤
雑
事
記
文
明
十
二
年
十
二
月
廿
一
口
の
條
に
、
饗
明
貿
易
品
の
利
盆
を
述
べ
て
、

「
西
國
備
前
備
中
に
於
て
銅
誌
代
十
貰
交
也
、
唐
土
。
明
州
・
雲
州
に
於
て
之
を
替
へ
れ
ば
四
十
貫
文
、
五
十
貫
文
に
な

（4）



る
も
の
也
、
口
本
…
斤
五
十
交
或
は
百
文
、
唐
土
｝
貫
五
百
文
盲
に
て
七
百
五
十
交
に
成
る
云
々
と
あ
っ
て
、
備
中
等

西
門
の
銅
が
、
多
く
輸
出
せ
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
是
等
の
銅
山
が
、
王
朝
以
來
存
慰
し
た
る
も
の
か
、
癒

永
年
中
霧
に
か
、
る
と
い
ふ
鰭
奇
霊
勲
等
指
温
田
す
る
か
は
・
禦
で
な
窒
勢

　
石
見
に
於
け
る
笹
ヶ
谷
、
銅
ヶ
・
九
二
銅
山
は
此
時
期
に
歳
費
せ
ら
れ
た
事
を
傳
へ
て
る
る
が
、
長
門
に
も
亦
銅
山
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笏

わ
、
此
西
邊
に
位
下
す
る
大
内
氏
と
銅
と
の
關
係
は
、
我
が
産
銅
史
上
重
要
な
る
黙
を
有
す
る
や
う
で
あ
る
。
歳
徳
三

年
十
｝
月
の
遣
明
船
中
大
内
氏
は
、
島
濠
、
大
友
等
の
西
國
守
謹
と
並
ん
で
、
懸
船
一
隻
を
出
し
て
み
る
が
、
寛
正
六

年
の
遣
明
般
に
は
、
幕
府
は
、
公
方
様
罪
責
物
の
不
足
を
補
は
ん
が
富
め
に
、
銅
を
購
入
す
る
繹
費
に
充
て
る
と
総
し

て
、
一
千
貫
文
を
大
内
激
弘
か
ら
借
入
し
た
が
、
以
後
大
内
氏
の
遣
明
船
に
醤
す
る
所
輿
地
は
甚
だ
高
め
ら
れ
、
遣
明
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

は
三
隻
共
、
大
内
氏
の
管
内
豊
前
國
門
司
に
於
て
、
貨
物
は
同
じ
く
博
多
に
於
て
調
蓬
せ
ら
れ
淀
。
以
來
大
内
氏
の
謁

明
貿
易
に
謝
す
る
優
勢
と
、
銅
の
貿
易
品
と
し
て
の
重
要
な
る
位
概
を
此
々
に
姿
比
す
る
に
止
ま
り
、
具
禮
的
な
大
内

氏
管
内
の
産
銅
及
び
其
支
給
を
重
敲
し
能
は
ざ
る
恨
み
が
あ
る
が
、
既
間
の
想
察
は
蓋
し
敢
へ
て
不
當
と
は
い
は
れ
漁

で
あ
ら
う
。
．
大
内
氏
の
朝
鮮
逓
商
と
銅
と
の
關
係
は
後
に
燭
れ
る
が
、
文
安
三
年
六
月
に
は
、
寂
絶
俗
徳
摸
等
二
十
五

人
を
遣
し
、
藏
維
を
請
ぽ
し
ゅ
、
此
際
金
磨
盤
、
扇
一
百
本
、
太
刀
二
十
腰
等
と
共
に
、
銅
一
千
六
百
筋
（
斤
）
を
購
つ

　
　
　
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

て
る
る
。
足
利
末
、
天
下
十
六
年
の
渡
唐
船
法
度
は
、
大
内
氏
の
規
定
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
内
に

　
一
、
公
私
共
、
銅
荷
圃
駄
、
前
｝
駄
旧
事

　
　
　
　
中
冊
一
産
銅
・
災
聚
・
　
（
小
葉
舐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
｛
轡
　
第
二
耽
胆
　
　
一
七
一

（5）



　
　
　
　
　
巾
世
一
鷹
傭
鋼
史
考
　
　
（
小
葉
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駕
〃
十
山
ハ
巷
　
　
第
二
號
　
　
一
七
二

　
　
　
　
　
　
賜
の

の
記
載
が
あ
る
。
大
永
の
贋
、
鴫
皆
済
の
銅
山
（
簸
川
郡
鵜
鷺
村
）
が
、
採
掘
せ
ら
れ
て
を
つ
て
、
博
多
の
商
舶
、
黒
谷

壽
貞
は
年
却
雲
州
銅
を
購
入
、
漁
礁
し
π
と
傳
へ
ら
る
。
石
見
蓮
麻
の
銀
山
の
開
掘
は
、
壽
貞
、
鷺
の
銅
山
師
三
島
清

右
衛
門
と
計
）
、
大
工
吉
岡
輿
三
右
衛
門
等
を
使
役
し
、
大
永
六
年
三
月
間
歩
を
通
じ
て
多
く
の
銀
を
得
た
る
に
始
ま

　
　
　
　
　
　
　
の

る
と
い
は
れ
る
0
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
癒
津
採
銅
所

　
搬
…
津
能
勢
郡
の
産
銅
は
、
扶
桑
略
記
、
長
暦
元
年
四
月
十
三
田
の
條
に
「
奉
幣
七
耽
奉
献
癒
…
津
國
飾
職
上
分
」
と
見

ゆ
る
も
の
を
初
見
と
す
る
。
是
は
現
今
、
猪
名
川
上
流
に
沿
ひ
、
能
勢
・
川
邊
・
豊
島
の
三
郡
に
跨
う
．
千
九
百
除
の
型

置
の
坑
を
留
め
る
鑛
山
匿
の
一
部
な
る
こ
と
明
か
で
あ
っ
て
、
豊
臣
氏
の
時
、
瓢
箪
二
歩
と
繕
し
、
石
見
銀
山
と
併
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

せ
ら
れ
た
多
田
銀
山
も
亦
同
脈
に
位
畳
す
る
も
の
で
あ
る
。
－

　
能
勢
の
産
銅
地
に
鎌
倉
初
期
、
採
鋼
所
の
設
け
ら
れ
て
み
た
こ
と
は
、
建
暦
元
年
七
月
九
日
の
左
縄
官
下
交
に
明
記

　
　
　
　
　
　
　
回

せ
ら
れ
C
み
る
が
、
其
設
澱
は
長
暦
元
年
の
襲
掘
と
同
時
に
行
は
れ
旋
で
あ
ら
う
。
翻
ち
弘
安
二
年
七
月
の
左
弊
官
下

文
に
「
常
所
者
、
去
長
謄
年
中
被
建
立
言
詮
」
と
め
る
に
よ
っ
て
、
推
せ
ら
れ
る
。
探
銅
所
は
最
下
、
欝
欝
の
も
の
で

あ
っ
て
、
能
…
勢
に
於
て
も
、
箕
設
贅
と
同
時
に
、

　
以
庄
田
儒
腰
回
．
以
軍
民
爲
鑑
民
、
因
藪
里
民
難
宥
県
単
所
威
，
寄
人
未
宥
□
庄
園
之
號
、
若
不
從
厨
勘
之
酵
者
，
雌
訂
國
領
庄
領
、

　
不
濁
國
司
庄
司
、
直
以
本
所
使
、
召
出
其
身

（6）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

と
あ
る
如
く
．
施
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
探
銅
所
の
銅
は
、
伊
勢
難
所
大
黒
宮
二
十
年
遷
宮
帥
實
用
途
料
に
充
著
せ

ら
る
、
例
で
あ
っ
て
、
建
暦
元
年
七
月
、
豊
受
掌
記
昔
年
三
百
斤
、
康
永
二
年
七
月
、
傍
勢
大
融
宮
、
同
四
年
四
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

豊
受
難
鴨
宮
、
各
響
銅
六
百
斤
、
金
青
寒
雨
緑
青
百
爾
の
進
上
を
命
達
せ
ら
れ
て
み
る
。
暴
津
探
銅
所
が
、
鎌
倉
初
期

既
に
壬
生
官
務
家
の
渡
領
と
し
て
委
譲
せ
ら
れ
て
る
た
事
は
、
建
暦
二
年
三
月
廿
二
日
の
御
隠
書
の
端
書
に

　
當
局
所
領
欝
津
國
能
勢
郡
探
銅
所
之
事
、
御
下
知
印
裳
同
趣
了
、
同
壮
四

と
あ
っ
て
、
冷
気
で
あ
る
。
採
銅
所
に
は
預
が
補
任
せ
ら
れ
、
嘗
時
は
大
江
資
重
が
其
所
務
に
在
っ
た
が
、
其
任
免
は

宣
旨
院
宣
を
以
て
せ
ら
れ
た
の
で
、
建
暦
六
年
六
月
の
内
議
宣
旨
に
、

　
探
銅
所
預
散
位
大
江
朝
箆
資
重
慶
中
略
雪
避
例
被
下
墨
旨
賜
院
□
□
預
名
盤
之
女
子
血
糖
正
預
、
悪
臣
字
聯
富
寺
事

と
あ
り
、
其
副
進
状
に
、
正
流
補
任
宣
旨
案
一
通
、
と
見
ゆ
る
如
く
で
あ
る
。
預
奉
行
の
下
に
、
公
文
・
儀
入
・
寄
人
等

が
澱
か
れ
所
務
に
任
じ
た
が
、
彼
等
の
跳
梁
は
漸
く
探
銅
所
を
し
て
、
荘
園
化
領
地
化
の
勢
を
示
し
た
が
如
く
で
あ
っ

だ
。
弘
安
二
年
六
月
、
探
銅
所
拒
揮
使
奏
重
永
の
解
に
よ
れ
ば
、
公
文
・
源
宗
範
等
、
無
人
寄
人
等
と
結
び
、
奉
行
の

命
を
奉
せ
す
，
居
所
を
近
経
に
ト
落
し
て
、
所
務
を
慨
令
し
沈
の
で
、
是
を
槍
戯
せ
ら
れ
、
蹴
元
年
聞
國
領
・
諸
庄
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
均

の
彼
等
を
籠
観
す
る
を
禁
止
せ
ら
れ
た
が
、
猫
客
隠
す
る
庄
園
が
あ
っ
た
の
で
、
其
官
裁
を
請
ふ
て
る
る
。

　
採
銅
所
の
官
讐
が
、
漸
時
餓
衰
に
向
ふ
π
結
果
は
、
採
銅
の
事
に
も
影
響
し
、
康
永
二
年
七
月
、
熟
銅
六
百
斤
を
大

紳
宮
遷
宮
紳
賓
用
途
料
と
し
て
上
進
を
命
ぜ
ら
れ
た
際
も
、
僅
か
に
二
十
五
斤
｛
爾
を
不
遜
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
や

　
　
　
　
中
世
産
銅
史
鰹
’
　
（
小
葉
爾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麓
κ
十
六
巷
　
第
二
撒
珈
　
　
一
・
七
三

（7）



　
　
　
　
中
世
慶
爾
史
考
　
（
小
葉
照
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簗
十
六
巷
　
第
二
號
　
　
　
一
七
四

　
　
　
　
均

う
で
あ
る
。
探
銅
所
は
、
官
務
管
領
と
し
て
、
壬
生
家
に
委
譲
せ
ら
れ
た
が
、
嘉
穂
吏
の
任
免
．
所
務
の
審
察
等
、
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

旨
、
宣
旨
を
以
て
せ
ら
れ
、
軍
な
る
私
領
と
異
な
う
、
一
面
「
供
御
所
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
壬
生
家
は
、
小
槻
氏
代
々
官
務
を
帯
し
て
、
京
都
四
條
の
南
壬
生
の
西
に
住
し
て
、
斯
く
爾
せ
ら
れ
た
。
壬
生
家
譜

に
よ
れ
ば
、
圓
融
天
皇
の
時
職
親
左
大
壷
と
な
り
、
鋒
博
士
を
衆
ね
て
以
來
、
子
孫
相
続
ぎ
左
大
史
と
し
婦
中
の
事
を

行
ふ
た
が
、
二
條
天
皇
の
時
、
隆
職
・
廣
房
互
に
早
言
を
事
ひ
、
長
寛
三
年
五
月
絵
旨
を
以
て
五
位
史
は
、
隆
職
子
孫

を
し
て
相
下
し
、
太
政
官
の
交
書
を
務
ら
し
め
、
鋒
博
士
は
贋
房
の
子
孫
を
以
て
相
績
せ
し
め
、
か
く
て
二
野
に
分
れ

で
長
く
官
務
を
競
望
す
る
に
至
っ
た
と
い
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

採
銅
所
は
、
元
來
霧
渡
領
で
あ
っ
叢
に
、
小
槻
氏
の
馬
柵
分
立
以
後
も
、
其
豪
の
所
領
と
し
て
温
麺
ら
。
ω

べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
葛
野
郡
寳
瞳
三
昧
寺
は
壬
生
寺
と
欝
せ
ら
れ
る
が
、
弘
長
二
年
閏
七
月
、
其
唐
墨
を
鋳
た

際
に
い
「
中
に
も
當
寺
の
檀
越
官
務
有
寡
殊
に
志
を
抽
で
、
探
銅
所
に
下
知
し
て
十
六
斤
霧
雨
の
赤
銅
を
賂
り
云
々
」
と

　
　
　
　
　
凋

傳
へ
ら
れ
る
。
有
家
は
温
点
四
代
の
孫
で
あ
る
が
、
足
利
末
、
廣
房
後
の
時
元
官
務
渡
領
と
し
て
採
銅
所
を
知
行
せ
る

こ
と
左
の
文
書
に
明
か
で
あ
る
。

　
官
務
酵
元
宿
禰
究
貧
困
迷
惑
也
、
除
目
一
　
　
　
〕

　
不
合
期
、
探
銅
所
可
沽
却
可
被
筆
給
旨
一

　
熊
鷹
之
、
時
元
悪
難
伯
忠
富
卿
妻
也
、
密
漁
良
簿
無
二
當
内
侍
伺
串
之
慮
、
領
知
沽
脚
事
不
可
然
候
士
、
探
釧
所
者
儒
官
試
金
領
、
希
代



之
言
上
甚
招
其
科
鰍
之
由
被
仰
之
申
歌
端
斗
有
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
均

叡
魔
而
樋
返
シ
マ
シ
マ
ス
云
々

　
小
槻
氏
の
窮
迫
甚
し
き
事
情
は
、
時
元
の
前
代
長
興
の
記
録
に
散
見
す
る
所
で
あ
り
、
途
に
探
銅
所
開
脚
の
事
を
淋

紙
工
豊
富
妻
の
縁
に
よ
っ
て
奏
請
し
た
が
、
探
銅
所
は
官
務
盤
領
な
れ
ば
希
代
の
言
上
と
し
て
、
庭
分
を
禁
止
せ
し
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
、
而
し
て
此
採
銅
所
は
天
正
五
年
に
行
っ
て
、
官
務
家
知
行
を
離
れ
た
事
、
天
正
十
三
年
五
月
十
五

日
の
官
務
家
知
行
目
録
に
よ
っ
て
、
之
を
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

　
官
務
不
知
行
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
年
力
）

　
八
プ
ロ
　
　
”
此
内
本
｛
畿
三
欝
ハ
丈
在
之
、
五
十
文
以
茜
剛
迄
ば
入
土
丁
石
山
ハ
貫
丈
納
班
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
撮
州
能
勢
郷
入
年
前
　
替
付
両
よ
り
不
知
行
2

　
此
慮
に
問
題
観
せ
ら
る
べ
き
は
、
採
銅
所
に
於
け
る
産
銅
の
有
無
で
あ
る
が
、
康
永
年
間
迄
猫
若
干
の
採
銅
あ
っ
た

事
實
を
・
知
る
の
み
で
、
其
後
の
事
情
は
明
か
で
な
い
。
京
都
帝
國
大
耳
所
藏
の
文
書
中
に
、
四
枚
を
合
綴
せ
る
記
録
が

あ
っ
て
（
最
後
の
一
葉
は
後
世
の
も
の
）
表
紙
に
採
銅
所
と
記
し
、
裏
面
に
西
郷
の
分
米
注
文
、
次
葉
に
探
銅
所
の
事
實
、

第
三
葉
に
野
間
分
の
分
米
注
文
を
記
し
、
交
安
二
年
十
二
月
吉
日
の
註
記
が
あ
る
、
西
郷
は
、
現
今
、
豊
能
郡
宿
野
村

を
重
し
、
野
間
は
同
じ
く
耳
聞
村
を
指
す
こ
と
割
算
か
る
べ
く
、
熟
れ
も
往
古
の
能
勢
郡
に
薦
し
て
み
る
。
而
し
て
其

探
銅
所
に
關
す
る
部
分
は
、

　
　
　
　
中
世
産
銅
吏
考
　
（
小
葉
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
巻
　
第
ご
號
　
　
　
一
七
五



庄大盤奥山

田町山　田
中
世
産
銅
史
考

方方方方方

（
小
葉
閏
）

錦
十
六
巻
　
第
二
號
　
　
　
↑
七
六

と
記
し
、
其
上
分
物
に
就
き
て
は
何
等
の
記
載
も
無
い
。
山
田
・
大
町
・
盤
山
等
の
諸
氏
が
、
中
世
多
田
庄
を
中
心
と
し

て
幡
居
せ
行
所
謂
多
田
御
家
人
の
一
楽
な
る
こ
と
は
、
明
か
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
既
に
採
銅
所
所
務
に
参
與
し
て
み
た

　
　
　
　
　
鋤

の
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ど
、
探
銅
所
が
常
時
猶
、
採
銅
を
存
篤
し
上
分
と
し
て
貢
銅
し
た
る
か
、
或
は
米
銭
代
納
の
形
を

以
て
し
た
・
か
、
叢
記
集
書
又
言
書
の
麗
も
羅
で
は
な
い
萱
か
の
壬
生
露
華
と
の
正
室
の
如
き
働

も
不
明
に
薦
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
前
掲
官
務
家
知
行
目
銀
に
於
て
、
當
時
不
知
行
事
と
な
れ
る
五
十
年
以
前

（
帥
ち
天
文
の
初
年
）
の
知
行
分
八
十
石
六
貫
文
中
に
は
、
癖
津
能
勢
郷
の
知
行
を
含
む
も
の
と
考
へ
得
る
が
赦
に
、
探
銅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

所
が
米
鏡
の
貢
分
を
篤
し
た
る
も
の
と
想
像
し
て
可
な
る
も
の
、
如
く
で
あ
る
。
至
心
貢
納
を
以
て
、
直
ち
に
採
銅
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劉

康
絶
な
り
と
は
い
へ
澱
が
、
云
ふ
に
足
利
期
に
於
け
る
探
銅
所
の
産
銅
は
漸
次
減
退
せ
る
も
の
、
如
く
、
元
鶉
・
天
正

の
諸
鑛
山
登
掘
時
期
に
當
）
、
此
鑛
脈
は
偉
大
な
る
更
生
を
見
π
の
で
あ
っ
た
Q
即
ち
元
魑
年
間
多
田
本
間
歩
よ
り
多

量
に
銅
を
出
し
、
豊
臣
氏
に
至
り
石
見
銀
山
と
重
富
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
所
謂
多
田
銀
山
の
隆
盛
是
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
産
銅
の
釈
態



　
中
世
に
於
け
る
銅
産
の
溝
長
は
、
銅
鐘
、
佛
像
の
鋳
造
、
建
築
調
度
の
消
費
等
の
黙
か
ら
は
、
其
等
個
々
の
用
量
は

決
し
て
僅
少
な
ら
す
と
は
い
へ
、
素
よ
り
全
貌
を
見
る
に
足
ら
す
、
寧
ろ
外
國
貿
易
に
占
む
る
銅
の
三
菱
が
之
を
窺
知

す
べ
き
資
料
た
り
得
る
の
で
な
い
か
と
患
ふ
。

　
我
が
中
世
の
野
営
期
に
於
け
る
弊
誌
貿
易
、
郎
ち
宋
元
と
の
通
商
に
は
、
金
、
水
銀
等
の
輸
出
少
か
ら
ざ
る
に
醤
し

て
、
銅
の
記
録
は
割
合
乏
し
き
も
の
、
如
く
、
足
利
時
代
に
至
っ
て
も
義
満
・
義
持
時
代
前
期
の
剣
難
貿
易
に
は
未
だ

其
事
情
は
明
か
で
な
い
Q
寳
徳
三
年
十
一
月
の
遣
明
船
に
十
五
萬
四
千
五
百
斤
、
寛
正
五
年
七
月
の
も
の
に
は
幕
府
船

固
塔
の
み
に
て
三
十
五
駄
、
最
後
の
天
文
八
年
四
月
の
も
の
は
、
實
に
廿
九
萬
入
千
五
百
斤
に
達
し
た
。
此
銅
楡
出
の

護
憲
警
多
あ
壁
越
奪
ら
ミ
あ
ら
－
が
、
足
梨
期
長
け
・
銅
山
の
盟
茱
翁
に
藁
σ
り

せ
ら
る
、
慮
で
あ
る
。
而
し
て
此
纂
情
を
稽
々
細
叙
す
る
に
足
る
べ
き
史
料
を
有
す
る
朝
鮮
蓮
商
に
於
て
見
よ
う
。

　
嘗
時
朝
鮮
に
銅
産
の
無
か
っ
た
事
は
、
世
宗
廿
七
年
十
月
、
（
文
安
二
年
）
銅
銭
が
多
く
日
本
に
流
出
し
、
鋳
貨
問
題

の
生
b
た
時
、
季
旬
の
議
に
、
「
重
患
銅
之
異
國
所
産
難
綴
薫
物
」
と
い
ひ
、
「
蘭
留
本
土
所
産
云
々
」
と
述
べ
、
班
二
年

十
二
月
（
寳
徳
二
年
）
薩
摩
の
島
津
忠
國
が
春
谷
等
を
遣
し
、
為
銀
以
下
の
物
を
講
ふ
た
時
「
銀
及
全
野
非
本
國
所
産
」
と

い
ひ
、
成
宗
十
五
年
四
月
宗
貞
國
の
銅
銭
一
萬
絡
を
請
ふ
た
に
癒
へ
て
、
「
且
銅
本
説
本
義
所
産
」
と
い
っ
た
に
徴
し
明

　
　
　
　
三

婆
で
あ
る
◎
幕
府
及
び
諸
大
名
、
甥
島
の
宋
氏
等
か
ら
其
聖
賢
等
と
共
に
貨
物
が
邊
ら
れ
、
此
等
は
世
宗
初
年
頃
か
ら
は

所
謂
三
浦
倭
館
及
び
京
中
に
轄
督
し
て
貿
易
せ
ら
れ
た
。
日
本
よ
り
類
載
せ
ら
乃
、
貨
物
も
次
第
に
激
鱈
し
、
流
蝋
、

　
　
　
　
中
世
産
銅
山
釣
考
　
（
小
葉
m
欄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
維
Ψ
　
維
那
二
號
　
　
　
一
七
・
七



　
　
　
　
中
世
産
銅
史
考
　
（
小
葉
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
二
號
　
　
　
一
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澗

丹
木
等
は
雫
を
留
浦
せ
し
め
、
唯
幕
府
及
び
大
内
氏
の
使
臣
の
み
京
に
輸
し
貿
易
せ
し
め
て
み
た
が
、
世
宗
廿
九
年
十

｝
月
へ
交
安
四
年
）
に
は
議
政
府
・
啓
府
・
戸
曹
・
禮
曹
と
議
商
し
、
之
が
警
策
を
講
ず
る
斯
が
あ
っ
た
。
郎
ち
當
時
日
本

よ
り
舶
載
せ
ら
る
、
無
冠
甚
し
く
，
之
を
縦
倉
二
分
し
乃
至
三
分
の
一
量
に
減
じ
て
三
浦
に
留
置
し
て
も
、
船
中
に
轄

賦
す
る
も
の
二
千
徐
駄
を
下
ら
す
ど
し
、
以
後
は
丹
木
・
固
事
等
負
重
の
物
は
留
浦
せ
し
め
私
貿
易
を
禁
じ
、
倭
館
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

公
貿
易
に
准
じ
て
債
を
官
給
し
以
て
財
貨
の
堂
守
島
民
弊
を
除
か
ん
と
し
た
。
丹
木
・
銅
鐵
等
の
重
要
貿
易
品
が
私
貿

易
を
禁
ぜ
ら
れ
た
事
は
、
日
本
雑
慮
に
と
っ
て
は
大
打
撃
で
、
翌
年
三
月
、
大
内
氏
の
使
者
が
禮
曹
に
至
っ
て
、

　
’
然
晶
剛
此
量
器
貿
易
一
匹
紬
、
㎞
釧
弊
誌
・
†
斤
、
私
留
夙
易
恩
讐
五
⊥
ハ
斤
薯
A
l
地
面
・
公
即
諾
易
而
η
〈
ヲ
小
・
掘
鷺
編
四
、
難
…
物
品
例
、
…
以
下
爲
照
尤
爲
痛
悶

と
述
べ
て
ゐ
・
吻
同
年
誰
馨
馨
し
て
渡
介
し
羨
正
肺
篭
上
京
人
数
二
萎
以
て
澄
せ
あ

れ
、
丹
木
・
銅
鐡
は
留
浦
を
命
ぜ
ら
れ
た
る
に
拘
は
ら
す
、
六
月
六
十
入
を
以
て
海
亀
以
下
を
京
に
轄
輸
し
た
こ
と
が

あ
っ
π
。
倒
置
の
崩
す
る
や
、
我
が
弔
問
使
と
し
て
幕
府
か
ら
派
遣
せ
ら
れ
た
景
亜
門
二
十
五
人
は
、
我
が
實
徳
二
年

三
月
京
城
に
到
着
し
だ
が
此
方
將
來
し
た
多
量
の
銅
を
官
司
で
は
官
給
債
格
脅
以
て
す
る
看
品
貿
易
元
ら
し
め
ん
と
す

る
や
、
「
今
、
我
啓
ハ
門
訴
、
若
皆
宮
貿
易
則
面
面
浦
影
藤
貿
易
奥
、
何
必
蘭
書
」
と
て
反
胃
し
、
「
但
吾
死
守
來
裏
面
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

過
宇
爲
大
臣
二
物
、
塩
詰
得
私
換
則
必
生
者
怒
、
斎
言
之
耳
」
と
て
私
貿
易
を
強
難
し
た
の
で
あ
る
◎
世
顧
こ
年
六
月

戸
長
緑
元
年
）
京
城
に
到
っ
た
幕
府
使
臣
と
共
に
せ
る
船
主
道
幸
は
、
書
を
禮
曹
に
逡
っ
て
、
都
下
の
商
人
軍
曹
を
欲
し
、

門
訴
を
損
し
利
を
失
ふ
患
を
蓮
べ
、
有
司
の
均
李
の
債
を
用
ひ
し
め
ら
る
、
事
を
請
ふ
π
が
、
業
風
は
綿
紬
一
匹
、
贋



鍼
鐵
四
斤
、
銅
鐵
、
蘇
木
十
一
斤
は
既
定
の
債
格
と
し
て
、
之
に
從
は
し
め
た
。
此
際
、
業
際
の
低
廉
の
甘
め
、
一
時

藤
浦
に
於
け
る
滞
貨
銅
星
置
↓
千
二
百
斤
、
丹
木
一
萬
｝
千
斤
、
鐡
五
千
九
百
斤
に
達
せ
り
と
い
へ
ば
、
嘗
時
使
船
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

舶
載
し
た
其
量
も
賂
々
察
す
る
に
難
く
な
い
G

　
銅
が
日
鮮
貿
易
に
於
て
占
む
る
位
畳
は
、
以
上
に
よ
っ
て
声
々
明
か
で
あ
ら
う
。
而
し
て
粒
銀
の
初
年
銅
鐵
五
斤
孚

は
縣
布
一
匹
宇
に
折
書
し
て
公
貿
易
せ
し
め
π
。
明
慮
九
年
盛
種
の
挙
り
し
銅
賞
、
十
一
萬
五
千
徐
斤
に
蓬
し
た
の
で

之
を
暴
げ
て
貿
易
す
る
こ
と
を
得
す
三
分
の
一
を
腱
魅
す
る
に
止
め
元
っ
文
亀
二
年
に
至
り
、
其
残
量
を
貿
易
せ
ん
こ

と
を
講
ふ
た
が
、
朝
鮮
政
府
は
、
將
來
の
過
弊
を
慮
り
、
便
を
減
じ
て
、
銅
五
斤
を
以
て
糠
布
一
匹
に
改
定
し
、
三
分

野
一
を
許
可
せ
ん
と
も
た
が
、
之
を
拒
否
し
て
齢
國
し
、
永
正
三
年
再
度
請
ふ
て
、
給
償
再
び
前
回
の
如
く
な
る
を
以

て
離
業
し
、
同
五
年
入
月
三
度
貞
勝
を
遣
り
明
癒
の
夢
債
を
固
思
し
て
已
ま
す
、
彼
政
府
は
「
銅
鐵
於
受
用
不
緊
、
且

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

脱
法
已
上
、
不
可
輕
改
。
」
と
て
聴
さ
す
、
貞
勝
途
に
之
に
七
っ
て
便
を
受
け
て
館
國
し
た
。
翌
々
、
永
正
七
年
即
ち
中

宗
五
年
に
は
三
浦
観
（
待
謡
午
之
遜
）
を
惹
遇
し
、
三
浦
時
代
の
冨
山
浦
、
盤
浦
の
爾
倭
館
は
撤
黙
せ
ら
れ
た
が
、
斡
旋

の
結
果
、
潟
馬
と
の
善
管
を
回
復
せ
ら
れ
、
中
宗
七
年
聖
業
確
約
の
成
立
に
よ
り
、
三
浦
に
於
け
る
邦
人
の
居
住
を
嚴

晒
し
て
、
藤
浦
倭
館
の
み
復
質
せ
ら
る
、
こ
と
、
な
り
、
倭
使
の
來
制
す
る
所
は
只
一
箇
所
に
限
ら
る
～
に
至
っ
た
Q

其
結
果
は
一
時
彼
我
貿
易
の
不
振
と
な
り
、
銅
鐵
の
楡
入
減
少
し
、
其
償
格
も
騰
超
し
た
や
う
で
あ
る
が
、
三
浦
働
後

数
年
を
出
で
す
し
て
、
銅
盤
の
朝
鮮
に
流
入
す
る
も
の
甚
し
き
を
加
へ
た
事
は
中
宗
九
年
十
一
月
戊
辰
の
左
の
記
事
に

　
　
　
　
中
世
産
銅
吏
考
　
（
小
葉
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
ご
號
　
　
一
七
九

（13）



　
　
　
　
中
世
｛
座
銅
…
血
一
考
　
（
小
葉
隔
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
篇
｝
二
號
　
　
　
一
入
○

よ
り
窺
は
れ
る
。

　
拾
諌
啓
前
事
憲
府
猫
型
、
慶
倫
蓮
兵
使
ヂ
熈
斗
耳
癖
、
銅
鐵
貿
易
之
人
、
潜
往
如
徳
島
輿
倭
人
墨
蹟
，
貝
母
將
不
禁
、
請
推
右
謹
水
使

　
及
安
骨
浦
萬
戸
庚
塁
壁
倭
憂
後
、
銅
鐡
荘
貴
、
傘
於
市
灘
里
長
之
多
、
黒
和
古
此
必
與
倭
奴
潜
相
擁
興
奮
空
然
也

　
朝
鮮
に
於
て
は
、
庚
午
の
観
を
機
會
と
し
，
大
に
日
本
入
の
渡
來
に
着
し
て
制
限
を
加
へ
た
る
の
み
な
ら
す
、
倭
人

が
需
給
と
渇
し
て
近
境
諸
島
に
來
虚
し
、
劇
鵜
を
逞
ふ
す
る
を
恐
れ
、
野
馬
よ
り
藤
浦
へ
來
る
船
舶
は
其
航
路
を
直
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回

す
る
外
、
　
一
切
他
虚
へ
立
寄
る
こ
と
を
許
さ
す
、
犯
す
も
の
は
賊
を
以
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
。
斯
か
る
問
に
猶
、
銅

の
溜
か
に
彼
に
流
入
す
る
こ
と
、
「
無
於
古
」
と
表
せ
ら
れ
た
。
中
藍
十
年
三
月
（
永
正
十
二
年
）
幕
府
、
船
掌
記
定
宗
武
臣

欝
峯
の
観
に
蓼
奮
墾
新
創
墨
壷
言
書
雫
人
私
費
銅
讐
易
事
L
藷
ふ
て
・
許
・
れ
た
認

　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
結
　
　
　
　
語

　
中
世
に
於
け
る
産
銅
の
事
情
は
、
猶
今
後
の
研
究
に
竣
つ
べ
き
も
の
が
多
い
が
、
思
ふ
に
中
世
前
年
に
於
け
る
そ
れ

は
、
素
よ
り
王
朝
の
前
期
に
比
し
寄
し
く
減
少
せ
り
と
は
論
断
し
能
は
ざ
る
も
、
久
し
く
活
濃
な
ら
ざ
る
實
情
に
あ
っ

た
で
あ
ら
う
。
此
停
滞
せ
る
歌
態
は
、
足
利
後
景
次
第
に
隆
盛
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
、
る
縛
機
に
は
、

諸
國
守
護
大
名
な
る
異
駅
な
る
財
源
へ
の
探
索
が
砂
か
ら
す
寄
與
し
た
で
あ
ら
う
し
、
同
時
に
近
世
初
期
諸
鑛
山
の
勃

興
の
一
の
前
駈
を
な
す
略
の
で
あ
っ
た
。
日
鮮
貿
易
に
於
け
る
銅
の
喩
臨
が
、
幾
多
の
曲
折
あ
り
し
に
拘
は
ら
す
、
増

加
の
跡
を
想
察
し
得
、
殊
に
三
浦
働
後
の
澱
槍
の
問
を
商
う
て
、
其
額
寧
ろ
前
代
に
越
ゆ
る
の
歌
謡
は
、
謝
明
貿
易
に



於
け
る
と
其
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
ゆ
西
方
に
鎭
せ
る
大
内
氏
が
、
比
類
無
き
富
強
の
事
書
に
就
て
は

か
の
銀
山
の
盛
行
が
量
り
に
も
多
く
唱
道
せ
ら
る
、
に
比
し
、
西
台
と
銅
山
而
し
て
銅
山
と
大
内
氏
と
の
驕
係
は
．
軍

に
其
外
國
貿
易
を
知
る
の
み
で
。
多
く
の
顧
慮
が
沸
は
れ
ぬ
や
う
に
思
は
れ
る
。
足
利
末
期
は
産
銅
史
の
｝
時
期
を
劃

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
の
文
轟
、
永
正
頃
、
銅
屋
新
左
衛
門
な
る
も
の
癖
津
國
多
田
山
下
村
の
製
錬
所
を
創
設
し
、
銅

冶
金
面
上
一
大
貢
献
と
も
い
ふ
べ
き
山
下
吹
法
を
登
明
し
だ
と
傳
へ
ら
る
、
も
、
叉
斯
か
、
る
時
期
に
顯
は
る
べ
き
一

の
進
歩
で
あ
っ
た
。
天
文
前
後
は
本
邦
金
銀
史
上
の
震
動
期
な
り
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此
と
相
遽
か
ら
ざ
る

時
代
に
於
て
銅
の
新
時
代
も
亦
兆
し
た
り
と
考
へ
ら
れ
る
。
蓋
し
、
是
も
亦
同
時
に
、
中
世
末
期
が
意
昧
す
る
近
世
産

業
史
の
黎
明
期
に
顯
…
は
れ
た
一
の
事
象
に
他
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

（15）

註
1
、
口
輔
本
・
鑛
業
鰍
泌
　
　
一
山
ハ
翼

　
　
柴
灘
太
鄭
武
撚
本
に
於
け
る
鑛
山
業
の
獲
達
．
経
濟
大
僻
書
一
〇
三
入
溝
。

　
　
籾
田
國
男
氏
日
本
産
銅
史
略
國
家
學
會
雑
誌
第
＋
七
巷
二
〇
〇
、
一
δ
憂
、
第
＋
入
衝
激
〇
六
號
に
、
日
本
産
銅
史
な
叙
し
て
最
も
詳
し

　
　
く
、
三
世
に
善
し
て
以
上
の
外
、
銅
鐘
其
他
の
銅
料
使
用
歌
態
よ
り
、
罫
明
貿
易
に
及
ん
で
産
銅
の
考
察
な
進
め
ら
れ
て
み
る
0

　
2
、
拙
稿
　
王
朝
時
代
貨
幣
史
の
研
究
　
経
濟
吏
研
究
十
一
、
十
二
〇

　
3
、
桑
扶
略
翻
　
　
延
久
二
年
四
日
月
十
・
二
R
門
條
　
　
醐
悶
・
災
大
系
本
入
一
六
〇

　
4
、
戊
子
入
明
認
、
同
異
に
此
外
山
夢
殿
兵
部
少
輔
殿
無
沙
汰
云
々
、
と
あ
り
、
兵
部
少
輔
は
山
名
教
之
に
し
て
始
め
伯
奢
守
護
、
蕩
吉
元
年
年
九
月
赤

　
　
松
氏
た
滅
し
備
前
か
併
す
、
（
齋
藤
馬
面
日
記
）
以
て
、
幕
府
が
作
備
の
銅
か
沙
汰
ぜ
し
め
索
の
が
分
ろ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
グ
ヤ

　
5
、
元
慶
元
年
の
機
掘
に
よ
ろ
美
作
園
、
加
夫
登
呂
利
山
　
楓
藤
島
郡
高
田
村
、
比
蟹
奈
井
山
ば
婚
輿
遜
邪
小
童
谷
村
な
り
と
い
ふ
。
薪
豊
作
陽
誌
に
苫
田
郡

　
　
　
　
中
没
産
嶋
粥
史
考
　
（
小
葉
m
…
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
巷
　
　
條
一
一
號
　
　
’
．
一
入
一



　
　
　
　
中
世
産
銅
吏
考
　
（
小
葉
閃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
磐
　
第
二
號
　
　
一
入
二

　
　
嵯
醗
谷
に
心
血
存
す
と
い
ひ
、
（
巻
一
、
黒
鉱
獣
肉
黒
部
）
吉
野
郡
金
山
に
往
古
庶
幾
あ
り
、
既
谷
奥
上
村
に
銀
鑛
あ
っ
て
慶
長
の
頃
迄
銀
な
礎
す
と

　
　
い
ひ
、
（
巻
七
、
吉
野
郡
大
野
保
川
上
村
）
又
同
郡
に
所
々
銅
肉
跡
あ
っ
て
迷
信
と
も
産
し
、
慶
長
九
年
の
頃
に
金
川
分
と
て
免
定
分
れ
た
り
と
傳
ふ

　
　
（
巻
八
、
銅
由
跡
）
　
　
　
　
　
　
　
界

6
、
海
東
諸
國
詑
に
備
申
、
丹
後
の
鋼
産
な
澄
す
と
共
に
、
長
門
殉
　
産
銅
及
刀
鐵
、
と
あ
る
0

7
、
三
浦
博
士
、
日
明
貿
易
の
獲
展
に
つ
い
て
　
更
林
十
ニ
ノ
一
、
二
〇

8
、
世
宗
轡
ハ
鋒
『
二
十
入
、
年
六
月
壬
子
…
除
0

9
、
海
事
資
料
叢
雷
巻
『
渡
唐
船
法
度
隆
々
0

10

A
銀
由
通
用
字
録
、
銀
山
奮
記
、
共
に
同
じ
。

11

A
丈
久
元
年
極
月
の
四
柱
親
銭
調
査
書
に
、
川
癌
、
能
鋤
、
豊
島
三
郡
ハ
硯
今
川
蓬
、
朧
能
二
郡
）
七
十
ご
箇
村
に
贈
れ
る
多
田
の
鍍
脈
准
叙
し
て
み
ろ
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
遊
郡
）

　
　
東
大
轟
隷
起
に
に
天
亭
十
四
年
十
㎜
月
、
多
田
國
晦
村
奇
妙
肉
の
鑛
鋼
た
以
て
盧
国
譲
大
佛
た
鰭
画
す
と
傳
へ
、
多
田
に
傳
ふ
る
翻
錐
に
匿
源
満
仲

　
　
の
購
天
藤
元
年
よ
り
銀
子
為
探
ろ
を
蓮
べ
（
多
田
五
代
記
、
に
黄
金
と
す
）
て
る
る
。
”
此
死
脈
の
紗
く
と
も
或
ろ
部
の
私
探
ぽ
、
長
暦
以
荊
に
行
ば
れ

　
　
て
る
た
の
で
あ
ら
う
。
（
大
阪
府
誌
三
編
、
鑛
業
誌
滲
照
。
）

12

A
壬
生
丈
書
　
薪
爲
古
丈
書
0

13

A
績
左
丞
抄
　
第
一
、
弘
安
エ
年
七
月
廿
工
ハ
日
　
左
蹴
眉
官
業
丈
　
國
史
大
系
本
ノ
コ
工
九
〇

14

A
綾
左
丞
抄
　
第
一
、
獲
永
二
年
七
月
日
　
左
野
官
下
丈
。

　
　
鷹
永
四
年
四
月
日
　
左
辣
官
下
文
、
國
本
、
＝
二
入
七
i
入
八
。

15

A
誰
（
1
3
）

16

A
績
左
丞
抄
　
第
一
、
行
事
所
講
取
　
操
鋼
所
鋼
事
、
國
本
コ
訟
入
入
。

17

A
建
武
三
年
九
月
羽
重
所
の
異
鼠
に
憂
し
、
院
宣
為
以
て
停
止
ゼ
ら
れ
六
。
（
森
川
溶
直
感
臓
文
書
、
建
武
三
年
九
月
十
七
麟
　
隆
薩
奉
院
賞
）

18

A
壬
生
寺
隷
起
上
、
第
九
當
暗
撞
鐘
な
錐
る
事
。

（16）



19

A
京
都
帝
國
大
學
所
藏
　
壬
生
丈
書
、
四
九
三
、
業
所
藏
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

20

A
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
山
ハ
0

21

A
同
　
　
　
　
　
　
独
野
蒐
集
交
書
　
五
五
七
〇

　
　
多
園
院
交
書
、
多
国
院
御
家
人
蝿
（
多
田
院
御
座
候
奮
詑
爲
、
一
塵
安
元
年
の
註
記
あ
る
も
の
を
元
緑
十
五
年
に
爲
ぜ
る
も
の
一
）
に
山
田
左
衛
門

　
　
入
墨
、
大
町
太
郎
左
衛
門
等
の
名
見
え
、
又
元
緑
十
年
丑
二
月
十
七
日
石
津
國
多
田
院
御
家
人
由
緒
書
に
、
「
御
家
人
之
内
証
鎖
砧
巻
」
と
あ
ろ
、
能

　
　
勢
郡
の
地
干
る
片
山
城
（
西
郷
村
片
山
）
磨
仁
年
申
騒
由
肥
前
黒
瀬
書
信
の
築
き
し
も
の
、
”
山
濫
費
（
枳
根
荘
村
山
蓬
）
思
量
年
中
大
町
右
衛
門
尉
挙
宗

　
　
長
の
展
城
川
な
り
し
と
傳
へ
ら
ろ
O

　
　
此
西
郷
は
後
宇
多
院
御
領
目
録
に
擁
灘
國
宿
公
署
二
位
局
領
と
見
え
、
野
間
に
東
寺
百
合
聡
慧
に
翫
灘
國
野
間
荘
と
あ
り
、
癒
永
の
末
年
頃
來
毒
頷

　
　
索
り
し
こ
と
為
知
る
、
雌
聖
書
に
印
ぜ
ろ
花
押
に
、
當
時
撮
津
守
総
力
り
し
細
川
氏
の
蕪
に
類
す
ろ
も
の
と
思
ほ
れ
る
が
、
注
進
者
亘
る
代
官
と
壬

　
　
生
家
以
下
の
本
所
と
の
嗣
係
に
不
明
で
あ
る
。

盟
、
墓
所
の
萎
・
馨
響
嚢
・
雷
納
帳
罐
（
嚢
共
六
枚
）
・
襲
叢
書
が
あ
り
、
畜
嚢
寺
、
光
明
毒
の
年
貢
論
難
奮
、
嚢

　
　
が
撮
陽
騨
談
に
浮
す
多
田
叢
、
要
養
寺
（
川
蓬
郡
上
野
村
）
光
明
毒
（
同
郡
北
田
原
村
大
論
叢
）
等
に
相
聾
す
う
も
の
と
す
れ
ば
、
黙
黙
響
銅
階
に
關
す

　
　
る
も
の
と
患
ば
れ
う
が
、
素
よ
り
明
か
で
な
い
O
髭
諸
書
に
纏
て
来
鍍
納
と
皆
納
諜
者
た
麗
し
て
る
る
O
（
狩
野
蒐
集
丈
書
五
五
六
）
0

23

A
海
東
諸
融
資
に
は
備
中
、
丹
後
、
長
門
の
銅
、
陸
奥
、
豊
玉
の
金
、
伊
勢
の
水
銀
、
下
野
、
輿
図
、
薩
摩
の
硫
黄
存
翻
し
、
足
利
期
に
於
け
る
特
に

　
　
謝
明
貿
易
重
要
難
物
の
主
産
地
た
禦
げ
て
赫
々
設
無
い
。
是
に
は
講
書
の
名
見
え
す
、
丈
萢
、
永
正
期
に
銅
屋
新
左
衙
門
が
、
耳
触
多
田
由
下
村
に

　
　
製
錬
祈
た
創
署
し
象
と
傳
へ
ら
る
」
の
に
、
該
鑛
脈
の
銅
獲
掘
か
察
ぜ
し
め
ぬ
も
の
で
は
な
い
が
、
一
に
銅
主
産
地
れ
る
申
國
高
麗
と
、
其
國
内
並

　
　
に
鋼
外
取
引
の
中
心
亀
六
ろ
堺
．
京
都
、
奈
良
墨
の
都
市
と
た
繋
ぐ
逝
當
な
位
麗
に
よ
る
も
の
で
に
な
か
ら
う
か
0

24

A
世
宗
實
錐
　
ご
十
七
年
十
月
壬
子
條
、
瀦
二
年
十
二
月
甲
辰
條
、
戊
宗
　
貧
録
癸
三
四
月
乙
丑
條
0

25

A
世
宗
賞
錬
　
ご
十
七
年
四
月
翠
寅
條
。

26

A
同
　
　
　
　
ご
十
九
年
十
一
刃
乙
卯
條
。

　
　
　
　
⊥
甲
州
｛
麓
夏
日
考
　
（
小
葉
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
エ
ー
六
巻
　
第
二
號
　
　
　
一
入
三

（17）



　
　
　
　
中
世
｛
座
鋼
山
乳
考
　
（
小
葉
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
浬
十
六
巻
　
　
第
二
號
　
　
　
一
入
四

27

A
同
　
　
三
十
年
三
児
丁
蕗
條
。

　
　
丈
申
、
銅
鐵
と
い
ふ
に
鋼
と
鐵
の
意
に
あ
ら
す
し
て
銅
な
い
ふ
、
實
録
に
、
銅
鐵
鐙
鐵
と
い
び
、
雨
承
に
銅
鐙
と
丸
し
、
銅
門
訴
臣
下
償
等
と
い
ふ

　
　
も
鐵
た
併
ぜ
い
ふ
の
で
な
い
。
以
下
引
所
同
じ
。

28

A
景
宗
實
錐
　
庚
午
三
月
乙
酉
、
岡
月
戊
旋
條
。

29

A
世
麗
實
銚
邸
　
丁
丑
山
ハ
月
壬
寅
條
0

30

A
中
宗
實
録
　
戊
辰
八
月
塀
條
。

　
　
仕
覆
見
ゆ
る
盛
種
、
貞
勝
何
人
か
明
か
で
な
い
。
大
内
、
島
津
、
聖
経
警
系
講
に
見
え
す
、
七
種
採
大
内
持
盛
の
曾
孫
盛
幸
の
子
盛
重
に
あ
ら
ざ
る
か
。

31

A
小
田
省
吾
氏
　
李
氏
朝
鮮
時
代
に
於
け
る
倭
館
の
墾
藩
　
（
朝
鮮
支
那
文
化
の
研
究
）

32

A
中
宗
實
錐
十
年
三
月
甲
戊
際
。

（IS）


